
議会広報特別委員会（３月議会号編集分） 

開 催 日 

及び時間 

第１回…令和４年２月 25 日（金曜日）10:44～11:57 

第２回…令和４年３月 18 日（金曜日）15:34～16:35 

第３回…令和４年３月 24 日（木曜日）９:30～15:59 

第４回…令和４年３月 25 日（金曜日）９:27～18:53 

第５回…令和４年４月 ６日（水曜日）９:30～16:03 

第６回…令和４年４月 13 日（水曜日）10:00～16:45 

第７回…令和４年４月 19 日（火曜日）９:30～11:22 

第８回…令和４年４月 22 日（金曜日）９:28～11:05 

開催場所 粕屋町役場 ３Ｆ  32 会議室他 

出 席 者 
議 員 

杉野委員長・宮﨑副委員長・本田委員（除第３回） 

安藤委員・田代委員（除第８回）・古家委員 

事務局 山田主幹・吉村主事 

 

 

 

 

 

審査項目 

 

 

 

 

 

 

〇第１回 

１）３月議会だよりの編集について 

  ・掲載記事及びページ数の決定 

    表裏表紙を駕与丁公園のキッチンカー、特集を酒殿駅南地区再

開発と文化協会 30 周年式典とし、一般質問者数の確定により総ペ

ージを 20 ページとすることに決定。なお、試行的に一般質問は一

人当たり２分の１ページとした。 

  ・各記事、一般質問の担当割の決定 

２）その他 

 ・次回委員会は、令和４年３月 18 日（金）本会議終了後より開議。 

〇第２回 

１）３月議会だよりの編集について 

 ・各記事の担当割の確認 

   前回割り振りを行った担当割を確認した。 

 ・各担当原稿について 

   ３月 21 日までに作成し、議会事務局に提出することに決定。 

２）その他 

会議日程については、以下のとおり開催することに決定。 

 ・令和４年３月 24 日（木） 午前９時 30 分から 

・令和４年３月 25 日（金） 午前９時 30 分から 

 ・令和４年４月 ６日（水） 午前９時 30 分から 

 ・令和４年４月 13 日（水） 午前９時 30 分から 

 ・令和４年４月 19 日（火） 午前９時 30 分から 

  ・令和４年４月 22 日（金） 午前９時 30 分から 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第３回 

１）３月議会だよりの編集について 

・各記事原稿の校正を実施。 

２）その他 

・次回委員会は、令和４年３月 25 日（金）午前９時 30 分より開議。 

〇第４回 

１）３月議会だよりの編集について 

・印刷業者（久野印刷株式会社）同席の上、各ページの編集及びレイ

アウトイメージを確認。 

・一般質問原稿の確認及び校正 

２）その他 

・３月 24 日、25 日両日にわたり修正点等の確認を行った原稿を、初稿

として 29 日に入稿。（４月５日戻り予定） 

 ・町執行部確認は４月５日より開始。 

・次回委員会は、令和４年４月６日（水）午前９時 30 分より開議。 

〇第５回 

１）３月議会だよりの編集について 

 ・初稿修正の検討を行った。 

２）その他 

・執行部へは初稿を渡し済。４月 12 日（火）までに修正依頼。  

・４月７日（木）に第１校正入稿。（12 日戻り予定） 

・次回委員会は、令和４年４月 13 日（水）午前 10 時より開議。 

  ※宮﨑、本田、古家は幼稚園入園式出席のため、13 時から参加予定。 

〇第６回 

１）３月議会だよりの編集について 

・第１校正修正結果を確認し、再修正分を第２校正に反映。 

・町執行部修正分を確認し、第２校正に反映。 

２）その他 

・４月 14 日（木）第２校正入稿。（18 日戻り予定） 

次回委員会は、令和４年４月 19 日（火）午前９時 30 分より開議。 

〇第７回 

１）３月議会だよりの編集について 

 ・第２校正修正結果の確認及び改めて全原稿の内容を確認。再修正分

を最終校正に反映。 

２）他自治体の議会広報の調査・研究について 

 ・視察先等の検討 

３）その他 

・４月 20 日（水）最終校正入稿。（21 日戻り予定） 

・次回委員会は、令和４年４月 22 日（金）午前９時 30 分より開議。 



審査項目 

〇第８回 

１）３月議会だよりの編集について 

・最終 PDF 校正結果を確認し、一部修正を指示した上で校了とした。 

２）委員会調査報告書の内容の検討について 

 ・委員長より報告書案が示され、委員会の協議により一部修正のうえ、

決定。 

３）その他 

・６月議会で議会広報常任委員会設置のための委員会条例の改正が提案

されるにあたり、６月議会前に開催される全員協議会にて委員会調査報

告書（案）を提出の上、当委員会の廃止を報告予定。 

 


